
 

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和５年３月27日 

                        広島県公安委員会 

委員長 北  川  祐  治   

広島県公安委員会規則第７号 

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 
目次 
 第１章 略 
 第１章の２ 遠隔操作による通行の届出等

（第４条の３） 
 第２章～第３章の２ 略 
 第３章の３ 特定自動運行の許可等（第10条

の８） 
 第４章～第６章 略 
 附則 
 
第４条の２ 略 
 
   第１章の２ 遠隔操作による通行の届出

等 
 
（遠隔操作型小型車使用届出書の経由先等） 

第４条の３ 施行規則第５条の４第１項に規定
する遠隔操作型小型車使用届出書は、第１条
の規定にかかわらず、交通部交通企画課長を
経由して公安委員会に提出しなければならな
い。 

２ 前項に定めるもののほか、遠隔操作型小型
車の遠隔操作による通行に係る事務に関し必
要な事項については、別に警察本部長が定め
る。 

 
第10条の７ 略 
 
   第３章の３ 特定自動運行の許可等 
 
（特定自動運行許可証再交付申請書等の経由
先等） 

第10条の８ 次に掲げる申請書等は、第１条の
規定にかかわらず、交通部交通企画課長を経
由して公安委員会に提出しなければならない。 
(１) 施行規則第９条の19第２項に規定する
特定自動運行許可証再交付申請書 

 
目次 
 第１章 略 
 
 
 第２章～第３章の２ 略 
 
 
第４章～第６章 略 
附則 

 
第４条の２ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第10条の７ 略 



 

(２) 施行規則第９条の20第１項に規定する
特定自動運行許可申請書 

(３) 施行規則第９条の23第１項に規定する
特定自動運行計画変更許可申請書 

(４) 施行規則第９条の25第１項に規定する
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出
書 

２ 前項に定めるもののほか、特定自動運行に
係る事務に関し必要な事項については、別に
警察本部長が定める。 

 

  

別記様式第７号の４，別記様式第７号の10及び別記様式第７号の17中「第119条の２の２

第２項」を「第119条の２の４第２項」に改める。 

   附 則 

この公安委員会規則は，令和５年４月１日から施行する。 


